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（
電
気
通
信
回
線
に
よ
る
登
記
情
報
の
提
供
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
百
三
十
九
条

電
気
通
信
回
線
に
よ
る
登
記
情
報
の
提
供
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ

た
法
人
」
を
「
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

（
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
援
助
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
百
四
十
条

外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
援
助
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
各
営
業
所
又
は
各
事
務
所
（
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
に
お

け
る
登
記
に
お
い
て
登
記
す
べ
き
事
項
と
し
て
当
該
法
人
を
代
表
す
る
者
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。）の
所

在
地
の
」
を
「
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
外
国
会
社
で
あ

る
と
き
は
、」を
「
外
国
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
外
国
会
社
に
あ
っ
て
は
」
に
、「
所
在
地
）
の
」
を
「
所
在
地
）、
そ

の
他
の
外
国
法
人
に
あ
っ
て
は
各
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
」
に
改
め
る
。

（
総
合
法
律
支
援
法
の
一
部
改
正
）

第
二
百
四
十
一
条

総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
第
二
項
中
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
法
人
」
を
「
公
益
社
団
法
人

若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

（
破
産
法
の
一
部
改
正
）

第
二
百
四
十
二
条

破
産
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人

理
事

第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
民
法
」
の
下
に
「（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）」を
加
え
る
。

第
二
百
十
九
条
第
一
項
中
「
当
該
破
産
者
が
社
団
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
定
款
の
変
更
に
関
す
る
規
定
に
従
い
、

財
団
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
主
務
官
庁
の
認
可
を
得
て
」
を
「
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款
の
変
更
に
関
す
る
規
定
に

従
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
る
。

第
二
百
五
十
七
条
第
一
項
中
「
各
営
業
所
又
は
各
事
務
所
（
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所

在
地
に
お
け
る
登
記
に
お
い
て
登
記
す
べ
き
事
項
と
し
て
当
該
法
人
を
代
表
す
る
者
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限

る
。）の
所
在
地
の
」
を
「
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
外
国

会
社
で
あ
る
と
き
は
、」を
「
外
国
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
外
国
会
社
に
あ
っ
て
は
」
に
、「
所
在
地
）
の
」
を
「
所
在

地
）、
そ
の
他
の
外
国
法
人
に
あ
っ
て
は
各
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
各
営
業

所
又
は
各
事
務
所
（
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
に
お
い
て
登
記
す
べ

き
事
項
と
し
て
当
該
法
人
を
代
表
す
る
者
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。）」
を
「
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
」

に
改
め
る
。

（
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
百
四
十
三
条

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
、
寄
付
行
為
」
を
削
る
。

第
四
十
八
条
の
十
八
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
四
十
八
条
の
十
八
の
二

税
理
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す
る
。

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

税
理
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
を
監
督
す
る
裁
判
所
は
、
財
務
大
臣
に
対
し
、
意
見
を
求
め
、
又
は
調
査
を
嘱

託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

財
務
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
結
了
の
届
出
）

第
四
十
八
条
の
十
八
の
三

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
そ
の
旨
を
日
本
税
理
士
会
連
合
会
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
四
十
八
条
の
十
八
の
四

税
理
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
関
す
る
事
件
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

（
会
社
法
の
一
部
改
正
）

第
二
百
四
十
四
条

会
社
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
百
三
十
一
条
第
一
項
第
三
号
中
「
中
間
法
人
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
四
十
九
号
）」を
「
一
般
社
団
法
人
及

び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）」に
改
め
る
。

第
九
百
四
十
三
条
第
一
号
中
「
並
び
に
信
託
業
法
第
五
十
七
条
第
六
項
」
を
「
、
信
託
業
法
第
五
十
七
条
第
六
項

並
び
に
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
三
百
三
十
三
条
」
に
改
め
る
。

（
会
社
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
百
四
十
五
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
会
社
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
会
社
法
」
と
い
う
。）第
三

百
三
十
一
条
第
一
項
（
新
会
社
法
第
三
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
四
百
二
条
第
四
項
及
び
第
四
百
七
十
八
条
第
六
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
中
間
法
人
法
の
規
定
（
第
一
章
第
二
節
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧
中
間
法
人
法
の
規
定
を
含
む
。）に
違
反
し
、
刑

に
処
せ
ら
れ
た
者
は
、
一
般
社
団
・
財
団
法
人
法
の
規
定
に
違
反
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
信
託
法
の
一
部
改
正
）

第
二
百
四
十
六
条

信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
四
十
七
条
中
「
及
び
支
店
又
は
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
」
を
「
の
所
在
地
（
外
国
法
人
に
あ
っ
て
は
、

各
事
務
所
の
所
在
地
）」に
改
め
る
。

第
五
章

外
務
省
関
係

（
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
二
百
四
十
七
条

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
法
人
」
を
「
一
般
社

団
法
人
、
一
般
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

第
六
章

財
務
省
関
係

（
閉
鎖
機
関
令
の
一
部
改
正
）

第
二
百
四
十
八
条

閉
鎖
機
関
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
の
二
十
五
第
三
項
中
「
民
法
第
四
十
四
条
」
を
「
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
七
十
八
条
」
に
改
め
る
。

（
国
民
生
活
金
融
公
庫
法
の
一
部
改
正
）

第
二
百
四
十
九
条

国
民
生
活
金
融
公
庫
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

第
九
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
四
条
及
び
第

七
十
八
条
の
規
定
は
、
公
庫
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
五
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

総
裁
、
副
総
裁
又
は
理
事
の
代
表
権
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
十
二
条
の
三
第
四
項
中
「
民
法
」
の
下
に「（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）」を
加
え
る
。

（
税
理
士
法
の
一
部
改
正
）

第
二
百
五
十
条

税
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
八
条
の
十
一
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

税
理
士
法
人
の
社
員
は
、
定
款
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
限
り
、
特
定
の
行
為
の
代
理
を
他
人
に

委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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